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〔諮問・答申事項〕 

第１号 青森山田高等学校全日制課程自動車学科廃止認可 

 

区   分 内     容 

１ 名    称 青森山田高等学校全日制課程自動車学科 

２ 位    置  青森市大矢沢野田１３４－５ 

３ 設 置 者 名 学校法人青森山田学園（理事長 澁谷 泰秀） 

４ 校 長 名  花田 惇 

５ 廃 止 の 理 由 令和４年４月から募集停止していたところ、在籍生徒がいなくなったため 

６ 廃 止 の 時 期 青森県知事認可の日 

７ 収 容 定 員 等 

令和５年度                         （単位：名） 

学科名 収容定員 
生徒数 

１年生 ２年生 ３年生 合 計 

普通科 ９６０ ２９０ ２９９ ２６５ ８５４ 

IT ビジネス １２０ ３７ ３６ ３２ １０５ 

調理科 １２０ ３９ ３５ ３３ １０７ 

自動車学科 ４０   － ※ － ※ １５ １５ 

計 １２４０ ３６６ ３７０ ３４５ １，０８１ 

※令和 4 年度から募集停止 

８ 生徒の処遇 自動車学科の在籍生徒はいずれも令和６年３月で卒業している。 

９ 教職員の処遇 引き続き任用 

１０ 施設・設備 引き続き活用 

 

≪参考≫ 自動車学科の過去５年間の生徒数の推移等（各年度５月１日現在） 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

収容定員 １２０名 １２０名 １２０名 １２０名 ８０名 

生 徒 数 ８５名 ８１名 ７４名 ５６名 ３２名 

充 足 率 ７０．８％ ６７．５％ ６１．７％   ４６．７％ ４０．０％ 
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〔諮問・答申事項〕 

 第２号 東奥義塾高等学校の収容定員（減）に係る学則変更認可 

区   分 内     容 

１ 名    称 東奥義塾高等学校 

２ 位    置 弘前市大字石川字長者森 61-1 

３ 設 置 者 名 学校法人東奥義塾（理事長 森内美夫） 

４ 校 長 名   井上 嘉名芽 

５ 変 更 の 理 由  少子化により入学生徒数が減少し、入学定員が時代の趨勢にそぐわないため。 

６ 変 更 の 時 期  令和８年４月１日 

７ 収 容 定 員 等  （入学定員） 

学科名 現在（Ｒ７） 変更後（Ｒ８） 増 減 

普  通  科  320 名（ 8 学級）  234 名（ 6 学級） △ 86 名（△2 学級） 

計  320 名（ 8 学級）  234 名（ 6 学級） △ 86 名（△2 学級） 

 

（総 定 員） 

学科名 現在（Ｒ７） 変更後（Ｒ10） 増 減 

普  通  科  960 名（24 学級）  702 名（18 学級） △ 258 名（△6 学級） 

計  960 名（24 学級）  702 名（18 学級） △ 258 名（△6 学級） 
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８ 教職員組織 変更なし 

 

職 名 

現在 

（Ｒ７） 

 

（Ｒ10） 

増 減 

（Ｒ７→Ｒ10） 

校長   （専任） １名  1 名 0 名 

教頭   （専任） １名  1 名 0 名 

宗教主事 （専任） 1 名  1 名 0 名 

教諭   （専任） 35 名  35 名 0 名 

常勤講師  （兼任） 1 名  1 名 0 名 

養護教諭 （専任） 2 名  2 名 0 名 

非常勤講師（専任） 7 名  7 名 0 名 

事務職員 （兼任） 7 名  7 名 0 名 

技能職員 （兼任） 2 名 2 名 0 名 

常勤職員 （兼任） 1 名 1 名 0 名 

臨時職員 （兼任） 14 名 14 名 0 名 

学校医  （兼任） 3 名  3 名 0 名 

学校歯科医（兼任） 1 名  1 名 0 名 

学校薬剤師（兼任） 1 名  1 名 0 名 

合 計 77 名  77 名 0 名 
 

 

≪参考１≫ 過去５年間の入学者数の推移（各年度５月１日現在） 

学 科 名 入学定員 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

普 通 科 ３２０名 １９８名 ２２１名 １８１名 １７２名 １８５名 

合   計 ３２０名 １９８名 ２２１名 １８１名 １７２名 １８５名 

充 足 率  ６１．９％ ６９．１％ ５６．６％ ５３．８％ ５７．８％ 

 

≪参考２≫ 過去５年間の在籍生徒数の推移（各年度５月１日現在） 

学 科 名 収容定員 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

普 通 科 ９６０名 ６６２名 ６３９名 ５７９名 ５４８名 ５２４名 

合   計 ９６０名 ６６２名 ６３９名 ５７９名 ５４８名 ５２４名 

充 足 率  ６９．０％ ６６．６％ ６０．３％ ５７．１％ ５４．６％ 
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〔諮問・答申事項〕 

第３号 青森大谷幼稚園廃止認可 

 

区   分 内     容 

１ 名 称 青森大谷幼稚園 

２ 位 置 青森市長島３丁目９－１ 

３ 設 置 者 名 学校法人大谷学園（理事長 照井 大観） 

４ 園 長 名 照井 大観 

５ 廃 止 の 理 由 地域の出生者数の減少及び施設の老朽化から運営継続が困難となったため 

６ 廃 止 の 時 期 青森県知事認可の日 

７ 収 容 定 員 等 

園 児 学 級 数 定 員 

１年保育 

（満５歳から満６歳まで） 
１学級 ３５名 

２年保育 

（満４歳から満５歳まで） 
１学級 ３５名 

３年保育 

（満３歳から満４歳まで） 
１学級 ３０名 

合  計 ３学級 １００名 
 

８ 教職員数 

区分 人数 

教職員 ２ 

事務職員 ４ 

合  計 ６ 
 

９ 園児の処遇 令和７年３月２２日付けで全員卒園した（令和４年度から募集停止） 

１０ 教職員の処遇 令和７年３月３１日をもって全員退職 

１１ 施設・設備 
現金・預金・土地の売却益で園舎を解体 

設備部品は廃棄処分 
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≪参考≫ 過去５年間の園児数の推移（各年度５月１日現在） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

収容定員 １００名 １００名 １００名 １００名 １００名 

園児数 ３０名 ２４名 １７名 １１名 ５名 

充足率 ３０％ ２４％ １７％ １１％ ５％ 
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〔諮問・答申事項〕 

第４号 学校法人大谷学園解散認可 

 

区   分 内     容 

１ 名 称 学校法人大谷学園 

２ 位 置 青森市長島３丁目９－１ 

３ 理 事 長 名 照井 大観 

４ 解 散 の 理 由 青森大谷幼稚園の廃止により学校法人としての目的達成が困難となったため 

５ 解 散 の 時 期 青森県知事認可の日 

６ 解 散 事 由 学校法人大谷学園寄附行為第４０条第１項第１号の規定 

７ 資 産 の 処 分 
現金・預金・土地の売却益で園舎を解体 

設備部品は廃棄処分 
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〔諮問・答申事項〕 

 第５号 弘前厚生学院（専修学校）廃止認可 

 

区   分  内     容  

１  名   称  弘前厚生学院 

２  位   置  弘前市御幸町８番地１０ 

３  設 置 者 名  学校法人弘前厚生学院（理事長 西谷 洌） 

４ 校 長 名  鳴海 春輝 

５  廃 止 の 理 由  入学者数が減少したため  

６  廃 止 の 時 期  青森県知事認可の日  

７  収 容 定 員 等  

こども学科は令和５年度に募集停止  
 

課 程  学 科  修業年限  入学定員  総定員  

福祉専門課程  
こども学科  ２年  ２５名  ５０名  

介護福祉科（令和５年度に閉科）  

計  ２５名  ５０名  

８  生 徒 の 処 遇  在籍生徒なし（令和５年度から募集停止）  

９  教職員の処遇  

在勤者はまだ３名（校長、専任教諭、事務職員）いる。それ以外は退職済。 

在勤者については、廃止認可を受けた後に退職予定。  

 

 （令和６年度開始時期教職員組織）  

 

 

 

 

 

区分  専任  兼任  合計  

校長  

こども学科長  

介護福祉課長  

専任教諭  

非常勤講師  

事務職員  

１  

１  

 

２  

 

３  

 

 

 

 

８  

 

１  

１  

 

２  

８  

３  

計  ７  ８  １５  

10 施 設 ・ 設 備 

校舎として使用していた旧弘前偕行社は弘前市へ売却  

その他の校舎と実習棟は解体し、解体後の土地と残余財産は弘前市へ寄附  

教具、その他設備は解体時に廃棄又は処分  
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≪参考≫ 過去５年間の生徒数の推移（各年度５月１日現在）  

 令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

収 容 定 員  １２５名  １０５名  ９５名  ８０名  ５０名  

生 徒 数  ７０名  ８５名  ７５名  ６１名  ２０名  

充 足 率  ５６％  ８１％  ７９％  ７６％  ４０％  
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〔諮問・答申事項〕 

第６号 学校法人弘前厚生学院解散認可 

 

区   分 内     容 

１ 名 称 学校法人弘前厚生学院 

２ 位 置 弘前市御幸町８番地１０ 

３ 理 事 長 名 西谷 洌 

４ 解 散 の 理 由 
令和６年度をもって、主たる事業の弘前厚生学院（専修学校）の設置経営を終了

するため 

５ 解 散 の 時 期 青森県知事認可の日 

６ 解 散 事 由 学校法人弘前厚生学院寄附行為第４３条第１項第２号 

７ 資 産 の 処 分 

校舎として使用していた旧弘前偕行社は弘前市へ売却 

その他の校舎と実習棟は解体し、解体後の土地と残余財産は弘前市へ寄附 

教具、その他設備は解体時に廃棄又は処分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


